
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  国外居住親族を扶養控除の対象にする場合          

Ｑ：国外に居住している親族を扶養控除の

対象にする場合の手続きが改正されたとか。

どのようになったのですか？                                

                                             

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

平成27年度の税制改正では、日本国外に居

住する親族を扶養控除等の対象にする場合に

ついて、次の改正が行われました。 

①親族関係書類及び送金関係書類の添付 

確定申告をする場合において、国外に居住

する親族を扶養控除、配偶者控除、配偶者特

別控除又は障害者控除の対象にするときは、

親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書

に添付又は提示しなければならない。ただし、

次の②又は③により添付又は提示した場合は

この限りではない。 

②源泉徴収における親族関係書類の提出 

給与等又は公的年金等の源泉徴収をする場

合において、国外に居住する親族を扶養控除、

配偶者控除又は障害者控除(扶養控除等)の対

象にするときは、親族関係書類を扶養控除等

申告書等に添付又は提示しなければならない。 

③年末調整における送金関係書類等の提出 

給与等の年末調整をする場合において、国

外に居住する親族を扶養控除等の対象にする

ときは、送金関係書類を扶養控除等申告書に

添付又は提示しなければならないこととし、

配偶者特別控除の対象にするときは、親族関

係書類及び送金関係書類を配偶者特別控除申

告書に添付又は提示しなければならないこと

とする。 
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